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◆この速報は、政策委員会委員・幹事、都道府県・指定都市社会福祉協議会、関 
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◆新聞記事についての詳細をご覧になりたい場合は記事番号をご連絡ください。 

メールにてお送りします。 

 

 

○復興構想会議提言 

 25 日、東日本大震災復興構想会議は、「復興への提言～悲惨のなかの希望」を首 

相に提出した。 

  

社会福祉関係の記述は次のとおり。 

 

第２章 くらしとしごとの再生 

（２）地域における支えあい学びあう仕組み 

① 被災者救援体制からの出発 

 今回の震災により、被災地の医療機関、社会福祉施設、保育所等が甚大な被害を 

受けている。当面は、これらの施設の復旧を行うとともに、仮設診療所や薬局、介 

護・障害等のサポート拠点などの新たな設置が必要となっている。また、地域住民 

が支えあい学びあうなかで、地域の将来を話しあう拠点を設けることも有効である。 

 被災地においては、避難所・仮設住宅等の生活者を中心に、心のケアや健康管理、 

食事・栄養管理、衛生管理への支援が強く求められている。その際、障害者など社 

会的弱者には一層の配慮が必要である。また、保健・医療、介護・福祉サービスの 

さらなる基盤整備とともに、関係者の連携した取組が必要である。あわせて、住民 

が避難した地域をはじめとする被災地や避難先において、犯罪を防止する取組が行 

われるべきである。 

 さらに、被災したすべての子どもへの良質な成育環境を担保せねばならない。と 

りわけ、心のケア等の相談援助や教育環境の整備を長期的視点に立って行う必要が 

ある。また、両親が亡くなった子ども、あるいは、両親が行方不明の子どもについ 

ては、里親制度の活用を含め、長期的な支援を行なわねばならない。 

 

② 地域包括ケアを中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整備 

 被災市町村の復興にあたっては、従来の地域のコミュニティを核とした支えあい 

を基盤としつつ、保健・医療、介護・福祉・生活支援サービスが一体的に提供され 

る地域包括ケアを中心に据えた体制整備を行う。その際、地域の利便性や防災性を 



考慮し、住宅、保健・医療施設、福祉施設、介護・福祉事業所、教育施設等の一体 

的整備や共同利用に配慮する。 

 医療サービスについては、特に被災市町村が医師等の不足している地域である点 

を考慮し、医療機能の集約や連携が行われるべきである。この時、在宅医療を推進 

し、患者の医療ニーズに切れ目なく対応し、早期回復と患者の負担軽減が図られる 

よう努めなければならない。また、周辺の健康関連サービスについて、民間企業の 

活用も含め、充実を図る必要がある。情報通信技術なども活用し、保健・医療、介 

護・福祉の連携を図るとともに、今後の危機管理のためにカルテ等の診療情報の共 

有化が進められねばならない。 

 さらに、これらの分野は雇用創出効果が高いことから、復興に向かう地域の基幹 

産業の一つに位置づけることができる。また、大学病院を核とする医師や高度医療 

を担う人材育成のための教育体制の整備を進め、大学・専修学校等の学校教育機関 

を含む多様な訓練機関を活用した職業訓練などを行い、それらの分野を担う人材育 

成を進める。これにより、若者・女性・高齢者・障害者を含む雇用を被災地におい 

て確保し、地域の絆をより深める効果が期待される。 

 復興の過程においては、避難所や仮設住宅等での生活を通じて、新たな住民相互 

の助け合いによる見守り活動と社会参加が進むことが期待される。 

従来のコミュニティに加えて再構築された新たなコミュニティを基盤とした支え合 

いが生まれるように支援すべきである。 

 こうした被災地における取組を将来の少子高齢化社会のモデルとして位置づけ、 

被災地以外においても、「地域包括ケアモデル」へと転換を図ることが望ましい。 

 

第４章 開かれた復興 

（４）人々のつながりと支えあい 

① 地域包括ケアと社会的包摂の推進 

 東日本大震災からの復興は、社会保障制度と深く関わる。震災後、被災者が支え 

合う姿、全国からのボランティアが支援する姿は、「人々の絆やつながり」という 

日本人と日本社会にある底力を再認識させた。 

 「共助」を軸にした新たな包括支援・参加保障の仕組みを構築することは、これ 

からの日本社会を作りだすことにつながる。 

 被災地において、地域包括ケアを中心に据えた体制整備が人々の支えあいで行わ 

れることにより、保健・医療、介護・福祉サービスが一体的に提供される。このこ 

とは、少子高齢化が進む日本社会において、将来にわたって、大きな励みとなるも 

のであり、様々な人々の交流により構築されるモデルが日本全国に広がることを期 

待したい。 

 被災者の生活再建と被災地の復興に向けた様々な課題に対応し、復興を目指すに 



は、被災者や地域コミュニティが、その力を最大限発揮できるようにすることが必 

要である。また、地域をこえた緩やかな絆が復興過程を通じて日本全体に広がるこ 

とも期待される。 

 復興に際しては、声を出しにくい人々にも配慮することで、誰をも排除しない包 

摂型の社会づくりを行うべきであり、その理念に基づく諸施策を推進すべきである。 

 たとえば、これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・ 

障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加 

することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は忘れられてはならない。 

こうして、「居場所と出番」を持てるようにすることで、これまで届くことのなかっ 

た声なき声が地域コミュニティに反映され、地域の活力が高まることが望まれる。 

被災地の復興において、このような社会的包摂が実現することで、新しい人々のつ 

ながりが現実化し、新たな日本社会の発展につながることを期待したい。 

 

② 復興と「新しい公共」 

 今回の大震災では、多数のボランティアが活動を行っている。また、国内外から 

多額の義捐金・支援金が集まるなど、国民の間に助け合いの機運が高まっている。 

 阪神・淡路大震災では、それまでボランティア活動に縁がなかった人々もボラン 

ティアとして全国から駆け付け、様々な救援活動を行い、「ボランティア元年」と 

呼ばれた。その後、各地で発生した災害でも、多くのボランティアが救援活動を行っ 

ている。 

 今回の大震災では、災害支援関係のＮＰＯ・ＮＧＯの全国横断的なネットワーク 

の発足、被災地への後方支援活動の実施、県・災害ボランティアセンター・自衛隊・ 

政府現地対策本部による「被災者支援４者会議」の定期開催など、これまでの震災 

とは異なる新しい動きがあり、ＮＰＯ、ボランティア活動が一段高い水準に達した 

ことを示した。 

 今後、被災地の復興および日本の再生を進めていくにあたっては、身近な分野で 

多様な主体が共助の精神で活動することが重要である。こうした動きを後押しし、 

「新しい公共」の力が最大限に発揮されるよう、活動現場からの視点に立ち、制度・ 

仕組みの構築等に取り組む必要がある。これによって、国民一人ひとりに居場所と 

出番があり、人に役立つ幸せを大切にする社会を目指すべきである。 

 

 

 ⇒提言の全文はこちら 

 http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou12/teigen.pdf 
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